
新型コロナウイルス感染症に係る令和３年度固定資産税の軽減措置 

 

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収

入が減少した中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、事業用家屋及

び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している 

中小事業者等に対する 

令和３年度分の固定資産税の軽減措置について 

 

 

１．軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合 

 一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)で、令和３年２月１日（月）

までに佐用町税務課宛に課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家

屋及び償却資産に係る令和３年度分の固定資産税の課税標準を２分の１又はゼロ

とします。 

   

  ※1 令和２年２月～10 月までの間における任意の連続する３ヶ月の事業収入が、 

     前年の同期間と比べて、 

売上高の減少率 減免割合 

３０％以上５０％未満 ２分の１ 

５０％以上 全額 

 

  ※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。 

     1）資本金もしくは出資金の額が１億円以下の法人（＊） 

     2）資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 

       1,000人以下の法人 

         3）常時使用する従業員数が 1,000人以下の個人 

             ＊次の法人は、資本金が１億円以下でも対象とはなりません。 

              ①同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の２分の 

         １以上を所有されている法人 

               ②２以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の３分 

         の２以上を所有されている法人 

           なお、風俗業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に 

     規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。 

 



２．軽減対象となる資産 

 （1）事業用家屋 

  ※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。 

   事業用と住居用が一体となっている家屋については、事業用専用割合に 

   応じた部分が軽減の対象となります。 

  ※令和３年１月１日時点で所有している事業用家屋が軽減の対象となります。 

 （2）償却資産 

 

３．特例申告書（佐用町様式） 

   佐用町においては以下の特例申告書を使用して申告してください。 

   「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税特例措置に関 

  する申告書」及び別紙「特例対象資産一覧」（佐用町様式 PDF形式、Word形式） 

   ※両面印刷を推奨します。 

 

４．提出書類 

 （1）特例申告書 

 裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の

確認を受けてください。 

  （2）特例対象資産一覧 

 事業用家屋を所有する場合は、（1）の別紙「特例対象資産一覧」を記入し添

付してください。 

※償却資産については、令和３年度償却資産申告書をもって特例対象資産

一覧を提出したことになります。 

  （3）収入が減少したことを証する書類（写） 

  会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことが分かる書類の写し

を添付してください。 

  収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認

できる書類を添付してください。 

  （4）（個人事業主で事業用家屋を所有している場合）特例対象家屋の事業専用割合 

     を示す書類（写） 

 青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを

添付してください。 

 

５．申告までの流れ 

 （1）特例申告書に必要事項を記入します。 

 事業用家屋を所有する場合は、別紙も記入してください。 

 （2）上記４に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たして 

    いることの確認を受けます。 



   （特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印を 

    もらいます。） 

 （3）上記４に掲げる書類を佐用町役場税務課に提出します。 

   ※特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていること 

    が必要です。 

 

６．申告期限 

  令和３年２月１日（月）までに申告が必要です。 

 

 上記４に掲げる書類を申告期限までに佐用町役場税務課まで郵送又はご持参くだ

さい。 

 

７．注意事項 

 （1）申告期限（令和３年２月１日）を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けること 

   ができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。 

 （2）本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、地方税法附 

   則第 63条（※）第４項又は第５項の規定に基づき１年以下の懲役又は 50万円 

   以下の罰金に処される場合があります。 

   ※令和 2年 12月 31日以前は附則第 61条 

 

問い合わせ 

 ■本庁税務課 電話：0790-82-0662  ■上 月 支 所 電話：0790-86-1211 

 ■南 光 支 所 電話：0790-78-0101  ■三日月支所 電話：0790-79-2981 


